
昭
和
型
年
度
平
城
宮
出
土
の
木
簡

昭
和
狸
年
度
平
城
宮
出
土
の
木
簡

「
去
上
位
子
従
八
位
上
伯
祢
広
地
癖
酬
に
安
宿
郡
」
の
よ
う
に
「
去
（
）
ｌ
官
職
ｌ
位
階

ｌ
氏
謂
坐
勝
」
の
形
式
を
も
つ
木
簡
が
も
っ
と
も
数
多
く
出
土
し
た
．
こ
の

種
の
木
簡
は
短
冊
形
で
側
面
上
方
部
に
小
孔
を
あ
け
て
、
複
数
の
簡
を
つ
ら
ね
る

よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
は
選
叙
考
課
（
勤
務
評
定
）
に
関
係
す
る
も

の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の
官
吏
は
一
年
毎
に
考
課
（
勤
務
評
定
）
を
受
け
、
長
上

官
で
あ
れ
ば
六
年
な
い
し
四
年
毎
に
選
叙
の
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
考
課
、
選
叙
に
関
係
す
る
木
簡
が
考
課
、
選
叙
の
い
か
な
る
事
務
手
続
の
段

階
で
使
用
さ
れ
た
も
の
か
は
確
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
年
令
、
本
貫
地
の
あ
と
に
、

上
川
そ
の
他
を
記
し
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
六
考
（
挺
上
官
の
選
限
）
の

上
、
総
数
を
記
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
種
の
木
簡

の
性
格
を
選
叙
の
方
に
関
連
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

又
「
実
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
は
前
年
度
の
考
課
の
結
果
を
示
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
考
課
内
容
の
表
示
は
上
中
下
の
三
段
階
で
示
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
番
上
官
の
評
定
基
準
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
種
の
一
連
の
木
簡
の
多

く
は
番
上
官
Ｉ
下
級
官
人
の
も
の
と
思
わ
れ
、
律
令
中
央
官
簡
機
構
に
お
け
る
下

級
官
人
の
出
身
地
の
分
布
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
史
料
で
あ
る
（
第
１
表
）
。
出

身
地
の
構
成
は
畿
内
が
圧
倒
的
に
多
く
、
特
に
大
和
、
河
内
の
多
い
点
が
注
目
さ

れ
る
。
畿
外
で
は
近
江
国
が
多
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

3１

昭
和
虹
年
度
の
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
で
は
、
第
羽
次
調
査
（
］
呂
点
）
、
第
記
次

補
足
調
査
（
］
臼
ち
点
）
、
第
調
次
調
査
（
、
隠
点
）
の
各
調
査
地
域
で
総
計
］
雪
匿

点
の
木
簡
を
検
出
し
た
。
前
年
度
ま
で
の
も
の
を
合
計
す
る
と
］
忠
３
点
と
な
る
。

以
下
、
調
査
次
数
を
お
っ
て
、
そ
の
概
要
を
報
告
す
る
。

第
鯛
次
調
査
は
宮
域
の
東
面
南
門
推
定
地
を
含
む
特
別
史
跡
指
定
地
内
で
行
わ

れ
、
２
条
の
溝
の
ロ
麗
己
（
週
点
）
の
ロ
置
麗
Ｃ
ｓ
点
）
及
び
土
城
の
瞬
畠
段
（
３
点
）

そ
の
他
か
ら
木
簡
が
出
土
し
た
。
い
ず
れ
も
断
片
で
あ
っ
て
、
の
ロ
置
己
か
ら

「
未
選
秦
人
行
、

仕
丁
建
部
乙
公
」

と
記
し
た
も
の
、
の
ロ
置
麗
か
ら
出
土
し
た
主
油
司
に
関
連
す
る
断
片
等
が
注
目

さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

第
犯
次
補
足
調
査
は
宮
城
東
南
隅
で
行
わ
れ
、
南
面
大
垣
（
の
津
営
ｇ
と
北
の

雨
落
溝
か
ら
］
望
さ
点
の
木
簡
を
検
出
し
た
。
木
簡
の
大
部
分
は
、
削
り
屑
で
あ

る
が
、
内
容
と
し
て
は
式
部
省
関
係
の
文
書
の
断
片
を
多
数
含
ん
で
お
り
、
史
料

的
に
豊
か
な
も
の
で
あ
る
。
木
簡
に
記
さ
れ
た
年
紀
は
神
亀
五
年
か
ら
宝
亀
元
年

に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
天
平
宝
字
末
年
か
ら
神
護
景
雲
年
間
に
集
中

し
て
い
る
。

代
表
的
な
木
簡
に
つ
い
て
以
下
に
報
告
す
る
。
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そ
の
他
考
課
、
選
叙
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
遣
高
麗
使
（
勤
海
へ
の
使
）
に
対

し
て
叙
位
を
行
っ
た
こ
と
を
示
し
た
「
依
造
高
麗
使
廻
来
天
平
宝
字
二
年
十
月
廿

八
日
進
二
階
叙
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
木
簡
の
内
容
は
「
統
日
本
紀
」
天

平
宝
字
二
年
十
月
丁
卯
（
廿
八
日
）
の
記
載
の
内
容
と
対
応
し
て
い
る
。
二
階
叙
位

を
進
め
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
過
潮
海
大
使
小
野
朝
臣
田
守
の
方
は
従
五
位
下

か
ら
従
五
位
上
へ
進
級
し
て
い
る
か
ら
、
木
簡
の
記
救
と
あ
わ
な
い
が
副
使
の
高

橋
朝
臣
老
麻
呂
の
方
は
正
六
位
下
か
ら
従
五
位
下
へ
進
ん
で
い
て
一
致
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
遣
高
一
雌
使
で
あ
れ
ば
す
べ
て
二
階
級
特
進
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
前
述
の
高
橋
朝
臣
老
麻
呂
の
他
に
、
天
平
宝
字
五
年
度
の
大
使
高
麗
朝

臣
大
山
に
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
乙
卯
に
蝋
位
し
た
例
が
二
階
を
進
め
て
叙
位
を

郡相
未楽
詳
７１
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し
て
い
る
例
と
し
て
続
日
本
紀
に
見
え
る
。
延
喜
式
部
式
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本

ち
つ
頁
）
で
は
造
唐
使
、
遣
潮
海
使
の
帰
朝
に
際
し
て
行
わ
れ
る
叙
位
は
、
そ
れ
以

前
に
官
人
の
も
っ
て
い
た
考
と
は
無
関
係
に
特
例
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
規
定

が
あ
る
。
木
簡
の
造
潮
海
使
の
叙
位
の
場
合
も
延
喜
式
の
規
定
と
同
じ
よ
う
に
特

例
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
他
に
巡
高
麗
使
に
関
す
る

（
高
雌
力
）

も
の
と
し
て
は
「
外
従
初
上
物
部
浄
人
誇
酬
降
耀
郡
人
一
一
造
□
口
使
叙
位
」

が
あ
る
。

（
砥
ヵ
）

次
に
「
…
訪
察
精
、
．
：
」
（
判
官
の
肢
）
「
…
勤
於
記
事
稽
失
元
□
…
」
（
主
典

の
妓
）
と
い
っ
た
考
課
令
最
条
に
承
え
る
考
課
の
項
目
を
記
し
た
削
り
屑
が
あ
る

こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

俵
「
元
位
旧
辺
史
膜
口
進
繊
労
銭
伍
冨
文
」
函
「
識
神
業
九
月
吾
鱗

ｊ

（
制
）

こ
の
木
簡
は
統
労
銭
の
付
札
で
あ
っ
て
他
の
例
を
〈
口
せ
る
と
９
点
あ
る
。
続
労
銭

は
官
人
が
正
規
に
官
術
へ
出
仕
し
な
い
場
合
に
も
考
課
の
対
象
と
な
る
資
格
を
得

る
た
め
に
銭
を
役
所
へ
お
さ
め
る
制
度
で
、
従
来
の
文
献
史
料
で
は
続
労
銭
史
料

の
初
見
は
続
日
本
紀
天
平
九
年
十
月
丁
未
条
の
記
載
で
あ
る
か
ら
、
続
労
銭
史
料

と
し
て
は
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
年
紀
の
あ
る
も
の
は
す
べ
て
神
亀
五
年
で
あ

っ
て
、
九
月
。
十
月
の
日
付
の
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
毎
年
の
考
課
が
八
月
か
ら

十
月
に
か
け
て
き
め
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
例
に
あ
げ
た
木
簡
に
即
し
て

（
洲
）

い
襲
え
ば
、
山
辺
史
広
□
の
続
労
銭
に
つ
け
ら
れ
た
付
札
で
五
百
文
と
い
う
額
ま
で

記
さ
れ
て
い
る
。
五
百
文
は
他
の
八
例
の
続
労
銭
の
付
札
に
つ
い
て
も
同
額
で
あ

る
。
続
労
銭
の
額
を
記
し
た
史
料
は
他
に
例
が
な
い
。

そ
の
他
、
式
部
省
に
関
係
す
る
木
簡
と
し
て
は
、
式
部
省
及
び
そ
の
所
管
の
官

司
で
あ
る
大
学
寮
、
散
位
寮
等
の
文
書
が
あ
る
。
式
部
省
に
つ
い
て
は
、
式
部
省

左
京
右
京添添大

下上和
高城城吉忍薦広平
市下上野海上瀬群
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と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

ｊ俵
一
‐
大
進
正
六
位
上
勲
十
二
等
大
津
連
船
人
少
進
正
七
位
上
勲
十
一
一
等
春
日

少
進
口
六
位
勲
十
一
一
等
百
済
王
全
福
大
屈
従
七
位
下
勲
十
二
等
□
□

（
大
力
）

蔵
□
□
□

、
」

７

蝶
「
七
位
□

、
Ｕ

更
に
削
り
屑
で
は
あ
る
が
「
…
Ｕ
依
仲
麻
呂
支
侭
除
、
」
と
記
し
た
も
の
が
あ
り

仲
麻
呂
の
乱
の
官
人
膳
へ
の
影
響
を
暗
示
し
て
興
味
深
い
。

又
題
鍛
が
七
例
ほ
ど
出
土
し
て
い
る
（
第
１
図
）
。
中
に
は
「
上
日
」
（
表
褒
同
文
）

「
国
解
上
日
」
（
表
裏
同
文
）
等
、
官
人
の
上
日
（
出
勤
日
）
に
関
す
る
文
群
に
つ
い
て

い
た
も
の
等
が
あ
る
。

ｊ

付
札
の
類
と
し
て
は
俵
「
駿
河
国
駿
河
郡
古
家
郷
戸
主
春
Ｈ
部
与
麻
呂
調
炎
堅

ｊ

魚
捌
斤
伍
両
極
「
天
平
宝
字
四
年
十
月
専
当
岬
鶏
鯉
蕪
蒋
舗
離
口
理
」
が

（
僧
陀
）

ま
ず
注
目
さ
れ
る
・
令
集
解
賦
役
令
調
皆
随
近
条
所
引
の
穴
記
に
よ
れ
ば
、
今
行
霧

と
し
て
は
絹
維
布
綿
綿
等
に
は
国
郡
司
の
名
前
を
記
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
現

前
を
蔵
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
現

に
正
倉
院
に
残
る
調
庸
布
等
に

錨
も
天
平
感
宝
元
年
以
後
の
も
の

題
に
つ
い
て
は
国
郡
司
の
名
前
を

記
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
従
来

一
望川
出
土
し
た
木
簡
に
は
そ
の
よ
う

第
な
記
載
は
な
く
、
こ
の
木
簡
が

初
見
で
あ
る
。
又
、
郡
司
大
領

ｊ

の
だ
し
た
官
人
へ
の
召
喚
文
が
一
一
一
点
あ
る
。
例
え
ば
俵
「
式
部
省
召
書
生
佐
為

宿
祢
諸
麻
呂
」
麺
「
十
一
一
月
廿
ｎ
Ｕ
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
式
部
省
が
書

く

生
を
召
喚
し
た
も
の
で
、
か
か
る
「
官
司
名
十
召
」
と
い
う
形
式
の
召
喚
文
は
平

城
宮
跡
既
出
の
木
簡
中
に
も
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
調
年
度
年
報
）
正
倉
院
文
需

中
に
も
例
が
あ
る
。
（
大
日
本
古
文
書
４
巻
坤
９
頁
同
函
９
画
巴
頁
等
）

大
学
寮
及
び
散
位
寮
に
関
す
る
も
の
は
、
宿
直
に
関
す
る
解
文
で
あ
っ
て
、
大

学
寮
三
例
、
散
位
寮
二
例
で
あ
る
。
大
学
寮
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、

「
大
学
寮
解
申
宿
直
官
人
事
鶏
穀
軽
蝋
松
蔀
蝿
」

と
な
っ
て
い
る
。
事
書
の
下
に
記
さ
れ
た
直
講
（
明
経
道
を
教
え
る
大
学
寮
官
人
）
機

宜
公
水
通
が
宿
直
し
た
こ
と
を
大
学
寮
か
ら
式
部
省
に
報
告
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
公
式
令
百
官
宿
直
条
に
大
納
言
以
上
及
八
省
卿
以
外
は
分
番
し
て
宿
直
す
る

定
め
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
報
告
は
、
職
員
令
太
政
官
条
の
左
大
弁
の
職
掌
規
定

に
よ
れ
ば
、
弁
官
が
と
り
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
但
し
実
情
は
、
令
集

解
太
政
官
条
（
新
訂
噸
補
国
史
大
系
本
駆
頁
）
所
引
の
新
令
秘
私
記
に
設
え
る
今
行
事

（
当
時
の
慣
例
）
と
し
て
「
今
行
事
昼
式
部
知
夜
弁
官
知
」
と
あ
っ
て
、
日
直
は

式
部
省
が
管
理
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
宿
直
木
簡
が
大
学
寮
、
散
位
寮
等
の

直
属
官
司
で
あ
る
式
部
省
を
経
て
弁
官
へ
報
告
す
べ
き
内
容
の
も
の
で
あ
る
の
か

あ
る
い
は
式
部
省
へ
の
日
直
の
報
告
で
あ
る
か
は
確
認
で
き
な
い
。

そ
の
他
、
宿
直
の
報
告
と
し
て
は
、
削
り
屑
で
は
あ
る
が
、
神
護
景
雲
三
年
十

月
か
ら
宝
亀
元
年
八
月
ま
で
道
鏡
の
指
導
の
も
と
に
設
置
さ
れ
て
い
た
河
内
職
の

宿
直
報
告
「
河
内
職
解
申
宿
直
…
」
が
あ
る
。

又
官
人
名
を
列
記
し
た
も
の
が
数
点
あ
り
、
顕
著
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
官
職

と
官
人
の
記
載
か
ら
、
左
京
職
に
関
す
る
木
簡
で
、
天
平
九
年
九
月
以
前
の
も
の



蝋
４

（
信
陀
）

外
正
六
位
下
生
部
直
□
口
理
は
、
天
平
十
年
一
一
月
の
駿
河
国
正
税
帳
に
ふ
え
る
郡

司
少
領
外
従
八
位
上
壬
生
直
信
陀
理
と
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

調
一
．
因
播
国
気
多
郡
勝
見
郷
中
男
神
部
直
勝
見
麿
作
物
海
藻
大
賢
壱
龍
六
斤
太
」

、
ノ

ｒ
Ｌ

裏
「
神
護
い
ふ
雲
四
」
は
、
中
男
作
物
と
し
て
賛
を
お
さ
め
た
場
合
の
付
札
で
あ
る
。

〆
し賛
は
賦
役
令
に
規
定
が
な
く
天
皇
の
供
御
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
男
作
物

は
賦
役
令
に
定
め
ら
れ
た
調
副
物
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
、
一
見
両
者
は
異
質
の

収
奪
体
系
の
よ
う
に
も
象
え
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
木
簡
で
は
両
者
が
か
ら
承
あ
っ

て
い
る
わ
け
で
収
奪
体
系
の
研
究
上
注
目
す
べ
き
史
料
で
あ
る
。

、
ノ

、
ノ

表
「
…
斐
国
山
梨
郡
加
美
郷
丈
部
宇
万
呂
六
百
文
」
嘆
「
天
平
宝
字
八
年
十
月
」
は

／
Ｌ

仕
丁
の
国
養
物
（
出
身
地
か
ら
京
に
い
る
仕
丁
・
を
養
う
た
め
に
お
く
る
物
資
）
に
付
け
ら

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
正
倉
院
文
番
に
み
え
る
仕
丁
の
国
養
物
の

例
が
六
百
文
を
単
位
に
し
て
い
る
の
と
一
致
す
る
（
大
日
本
古
文
僻
５
巻
Ｉ
柘
頁

蛎
巻
ｌ
”
頁
等
参
照
）
・

第
釣
次
調
査
は
東
面
南
門
推
定
地
を
含
む
特
別
史
跡
指
定
地
外
の
と
こ
ろ
で
行

わ
れ
、
の
ロ
迭
臼
の
ロ
日
９
の
ロ
圏
９
の
ｐ
ｇ
ｇ
の
嵐
日
置
か
ら
計
忠

吟
点
が
出
土
し
た
。
以
下
代
表
的
な
も
の
を
説
明
し
て
い
き
た
い
。

酒
匠
丁
四

、
ｊ俵
「
務
所
牒
作
門
所
睡
五
人
右
充
彼
所
」

口
署

勤
「
少
録
船
連
『
鈴
末
呂
』
八
月
廿
八
日
付
委
文
末
呂
」

／
Ｌこ
の
木
簡
は
の
属
日
置
か
ら
多
皿
坐
の
桧
皮
、
建
築
材
の
残
欠
と
と
も
に
出
土
し

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

》
砿

Ｕ■

第 ２図

た
某
官
衡
が
作
門
所
へ
匠
丁
四
人
を
配
置
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。

木
簡
の
発
行
主
体
で
あ
る
務
所
の
性
格
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
「
少
録
船
連
鈴

末
呂
」
の
署
名
が
あ
る
か
ら
、
八
省
か
造
宮
省
関
係
の
役
所
で
あ
ろ
う
。
特
に
こ

の
発
掘
地
域
で
検
出
し
た
門
の
造
営
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
造
宮
省
に

関
係
の
あ
る
可
能
性
が
つ
よ
い
。

ま
た
の
ロ
乞
望
か
ら
は
貢
納
物
品
の
付
札
で
、
郷
里
制
を
記
し
、
神
亀
。
養
老

の
年
紀
を
も
つ
も
の
が
多
数
出
土
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
他
顕
著
な
も

，

，

の
と
し
て
は
、
俵
「
Ｕ
便
従
小
子
門
出
入
之
」
蝶
「
正
六
位
上
行
大
尉
船
連
船
主
」
の

よ
う
に
門
の
出
入
に
関
係
す
る
木
簡
が
あ
る
。
小
子
門
と
い
う
門
名
は
続
日
本
紀

天
平
宝
字
八
年
十
月
壬
申
条
に
淳
仁
天
皇
が
淡
路
へ
配
流
さ
れ
た
と
き
に
通
過
し

た
平
城
宮
の
門
と
し
て
見
え
る
。
又
門
に
関
係
す
る
木
簡
と
し
て
は
「
北
西
門
請

火
事
」
（
第
２
図
）
と
記
し
た
門
か
ら
の
火
種
の
請
求
文
需
が
あ
る
。

，

７

俵
「
主
殿
寮
御
矩
繊
獅
口
口
恕
木
子
口
女
吉
末
呂
又
吉
万
呂
」
鰹
「
卿
□

□
口
酒
虫
女
多
比
女
名
吉
女
六
月
五
日
大
属
衣
逢
連
大
床
」
と
記
さ
れ

た
木
簡
も
同
じ
溝
か
ら
検
出
し
た
。
主
殿
寮
の
御
矩
に
関
す
る
も
の
で
、
下
に
車

持
ｎ
Ｕ
と
鴨
国
鳥
及
び
卿
そ
の
他
の
名
前
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
鴨
氏
と
車
持
氏
は
主
殿
寮
殿
部
の
名
負
氏
で
あ
る
こ
と
が
三
代
実
録
元
慶
六
年

ト
ー
月
二
十
五
日
条
か
ら
知
ら
れ
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
特
に
鴨
国
島
は
賀
茂
県

主
系
図
に
も
み
え
る
。

ｊ

溝
の
ロ
ｇ
ｇ
か
ら
は
、
仕
丁
の
国
養
物
に
付
け
た
付
札
（
前
述
）
俵
「
常
陸
国

７

那
賛
郡
日
部
郷
戸
主
物
部
大
山
戸
口
日
下
部
口
万
呂
養
」
懐
「
口
六
百
文
天
平
宝
字

四
年
正
月
廿
日
」
と
記
し
た
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。

（
鬼
頭
清
明
）
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